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第１部 はじめに 

１  本ガイドラインの概要 

本県では、令和５年３月に改正した埼玉県地球温暖化対策実行計画（第２期）におい

て、２０３０年度における埼玉県の温室効果ガス排出量を２０１３年度比４６％削減す

るという目標を掲げている。 

また、「埼玉県地球温暖化対策推進条例」（平成21年埼玉県条例第９号。以下「条例」

という。）に基づく地球温暖化対策計画制度において、温室効果ガスを多量に排出する事

業者に対して、「地球温暖化対策計画」の作成・提出等を義務付けている。 

さらに、大規模な事業所における温室効果ガスの削減を進めるため、平成23年度から

目標設定型排出量取引制度（以下「本制度」という。）を導入し、東京都の「総量削減義

務と排出量取引制度」と連携しながら運用を進めている。 

 

本制度においては、目標達成の履行手段として、自らの事業所での削減に加え、他者

の削減量、環境価値等の取得が可能である。 
森林吸収クレジットは、埼玉県地球温暖化対策に係る事業活動対策指針（令和７年埼

玉県告示第３０号。以下「指針」という。）別表第５ ２（６)に森林の整備又は保全に

よる二酸化炭素の吸収の増加量として規定されており、取引によって県内の本制度対象

事業所（以下「大規模事業所」という。）の目標達成に利用できる。 

 

本ガイドラインは、森林吸収クレジットを、一定の基準に基づき正確に算定するため

の手順を記載したものである。併せて、指針別表第３第２備考に規定されている温室効

果ガス排出量から控除することができる森林の整備又は保全による二酸化炭素の吸収の

増加量の算定方法を記載したものである。 
 

２  本ガイドラインの位置付けと構成 

(１)  本ガイドラインの位置付け 

本制度では、排出量取引により、他事業所の目標設定ガス（燃料、熱又は電気（以

下、「燃料等」という。）の使用に伴って排出される CO2）の削減量及び環境価値を目標

設定ガスの削減量に換算した量である次の６種類の量を取得して、目標達成に充当す

ることができる。 
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・ 超過削減量 
・ 県内中小クレジット 
・ 県外クレジット 
・ 再エネクレジット 
・ 森林吸収クレジット 
・ 東京連携クレジット 

 
本ガイドラインは、上記のうち、森林吸収クレジットの量の算定方法及び認証申請

方法について定めるものである。併せて、温室効果ガス排出量から控除することがで

きる森林の整備又は保全による二酸化炭素の吸収の増加量の算定方法について定める

ものである。 

 

(２)  本ガイドラインの構成 

第１部は、本ガイドラインの概要及び位置付けについて記載したものである。 

 

第２部は、本制度で定める方法により算定される森林吸収クレジットの算定方法等

について示したものである。 

第１章では、森林吸収量の対象となる種類及び重複回避について記載している。 

第２章では、森林吸収クレジットの発行を受けるために必要な申請方法等について

記載している。 
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第２部 森林吸収量の算定方法等 
森林吸収クレジットの発行を受けるためには、一定の基準に基づき算定された森林の整

備又は保全による二酸化炭素の吸収の増加量（以下、「森林吸収量」という。）について認

証を受ける必要がある。 

また、森林吸収量については、令和７年度以降の特定の年度の温室効果ガス排出量から

減ずることができる。この場合、県の認証は不要である。なお、減じた森林吸収量は森林

吸収クレジットとして利用することはできない。 

 

第１章 算定できる森林吸収量 

１  活用できる森林吸収量の種類 

本制度において、算定できる森林吸収量は、植栽、間伐等の森林整備・保全活動によ

り増加した森林による二酸化炭素吸収量で、かつ、以下の認証を取得したものとする。 

ア  埼玉県森林 CO2吸収量認証制度において認証された CO2吸収量 

  イ J-クレジット制度及び地域版 J-クレジット制度（以下「J-クレジット等」という。）

において認証・発行されたクレジットのうち、以下の方法論で実施されたプロジェ

クトにより発行されたもの。 

①森林経営活動 

   ②植林活動 

   ③再造林活動 

 
２ 環境価値の重複利用の回避 

（１）他制度との重複回避 

１ ア及びイで示した認証制度以外の制度等において既に吸収量が認証された森林

管理活動については、原則として森林吸収量の算定対象とはならない。 
各認証制度における利用制限や二重使用の禁止等については、各制度の定めに従い、

適切に対応すること。 
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埼玉県森林 CO2吸収量認証制度における CO2吸収量認証 

 埼玉県森林 CO2 吸収量認証制度においては、主に森林管理者が県と森づくり協定を結んでい

る場合に、CO2吸収量の認証書が発行される。 

 同制度では、認証書を他者に譲渡・販売することを禁止しているため、認証書は取得した者

が自らの事業所の削減量として利用することのみが可能となっている（同制度で認証された森

林吸収クレジットについては、自らの目標達成への充当のみが可能となり、他者との取引（譲

渡・販売）はできないので注意が必要）。 
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の発行 

 

第２章 森林吸収量の算定方法等 

 森林吸収クレジットを発行するための全体のフローは、他制度において認証を受けてい

ることを前提に、埼玉県の認証（森林吸収量の認証）、森林吸収クレジットの発行の２段階

に大別される。ただし、埼玉県への森林吸収量の認証申請と、森林吸収クレジットの発行

申請は同時に行う（森林吸収クレジットの発行申請の手続については、「目標設定型排出量

取引制度における排出量取引運用ガイドライン（以下、「排出量取引運用ガイドライン」と

いう。）」を参照すること。）。 

なお、森林吸収クレジットは、現時点では、他制度の基準に基づき認証を受けている環

境価値を対象としているため、登録検証機関による検証は不要であるが、森林吸収クレジ

ットに変換可能な吸収量について、埼玉県の認証を受ける必要がある。 

また、森林吸収量認証の対象となる期間の単位は、一年度（4 月 1 日から３月 31日まで）

ごとを原則とし、四半期ごとに細分化するなど、事業者が任意で設定することはできない。 

ただし、吸収の開始が年度の途中の場合、年度の途中で認証を終了したためその日以降は

認証を受けない場合等については、それぞれ当該開始の日から３月 31 日まで、４月 1 日か

ら当該終了の日までとなる。 

 

図 1 森林吸収クレジット発行までのフロー 

 
 森林吸収量を温室効果ガス排出量から減ずる場合の算定方法等についても、本章で説明

する。なお、提出が必要な書類などの利用方法は、「地球温暖化対策計画制度及び目標設定

型排出量取引制度におけるエネルギー使用量及びエネルギー起源 CO2 排出量算定ガイドラ

イン」を参照すること。 

申請者 埼玉県 

他制度の環境価値 

森林吸収量に係る 申請書の審査

吸収量の認証 

森林吸収クレジット

の発行 

森林吸収クレジット 
の発行申請 

認証申請書 
吸収量の 

審査 

吸収量の 

認証 

環境価値 
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１．埼玉県森林CO2吸収量認証制度 

(１)  活用できる森林吸収量 

埼玉県が認証（発行）した埼玉県森林 CO2吸収量を本制度において、森林吸収量とし

て利用できる。 

埼玉県森林 CO2吸収量認証量について、森林吸収量の認証の申請を行い、本制度の森

林吸収クレジットの発行の申請ができる者は、当該認証量に係る埼玉県 CO2森林吸収量

認証書の所有者であって、かつ、本制度対象事業者（以下、「大規模事業者」という。）

であるものに限る。 

また、森林吸収量を温室効果ガス排出量から減ずることができる者は、当該認証量

に係る埼玉県 CO2 森林吸収量認証書の所有者であるものに限る。 

 

(２)  発行される森林吸収クレジットの量 

発行される森林吸収クレジットの量は、次の式を用いて算定する。 
また、森林吸収量を温室効果ガス排出量から減ずることができる量も、この式を用

いて算定する。 
 
森林吸収クレジット（t-CO2）=森林吸収量（t-CO2）×係数（1.0 又は 1.5） 

 

※ 1t-CO2未満は切り捨てる。 

※ 森林吸収量：埼玉県森林 CO2 吸収量認証書の認証森林吸収量 

温室効果ガス排出量から減じた森林吸収量は森林吸収クレジットとして利

用することはできない 

 

ア  係数が 1.5（森林吸収クレジットの量が 1.5 倍に算定される）の場合 

埼玉県森林 CO2 吸収量認証書の発行日が第３削減計画期間以前 

 

イ  係数が 1.0（森林吸収クレジットの量が 1.0 倍に算定される）の場合 

埼玉県森林 CO2 吸収量認証書の発行日が第４削減計画期間以降 

 

(３)  森林吸収量の算定対象となる埼玉県森林 CO2吸収量認証書の発行期間 

森林吸収量を算定できる埼玉県森林 CO2吸収量認証書は、次のどちらかに該当するも

のとする。ここで、埼玉県森林 CO2吸収量認証書の「発行日」とは、原則として「認証

書の発行日」のことを指す。 
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ア  直前の削減計画期間から当該削減計画期間までの間の日が発行日となっている

埼玉県森林 CO2吸収量認証書（直前の削減計画期間の開始以前に実施された森林

管理により吸収したものを含む。） 

 

イ  直前の削減計画期間から当該削減計画期間までの間に吸収された量に由来する

埼玉県森林 CO2吸収量認証書 

 

(４)  吸収量の認証方法 

実施された森林管理内容及び森林吸収認証量の大きさを、認証の対象となる発行済

の埼玉県森林 CO2吸収量認証書等で確認する。認証書の有効期限や使用状況等を確認し、

期限内であること、二重利用とならないことを確認する。 

 

(５)  森林吸収量認証の申請方法 

埼玉県森林 CO2 吸収量認証書について森林吸収量の認証を受けるためには、「森林吸

収量認証申請書」（Ａ号様式）を作成し、必要書類とともに埼玉県に提出すること（認

証後の森林吸収クレジット発行の申請については、排出量取引運用ガイドラインを参

照すること。）。 
申請のあった森林吸収量について、埼玉県は吸収量の認証又は否認の結果を「森林

吸収量認証（否認）通知書」（Ｂ号様式）により、申請者に通知する。 
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１．森林吸収量認証申請書 

・ 埼玉県森林 CO2吸収量認証書の最終所有者の情報 

  申請者の氏名及び住所（法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事業所の

所在地）及び連絡先 

・ 埼玉県森林 CO2吸収量認証書等の情報（認証に係る申請書・森づくり協定内容等） 

  認証対象年度 

  CO2吸収量 

  森林の所在 

  森林の種類 

  森林の面積 

  認証内容の有効期間 

  発行年月日 
 
２．その他必要書類 
・ 埼玉県森林 CO2吸収量認証書（原本） 

・ 重複利用でないことがわかる根拠資料 

  使用目的（用途）が１章で記した条件を満たしていること 

  重複利用を行っていないことに関する誓約書 

 
※ 押印不要の書類について、提出の真意や内容の真正性等の確認の観点から、埼玉県から申請者等に問

合せ又は追加書類提出の依頼等を行う場合がある。 
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２．カーボンオフセット・クレジット認証制度 

(１)  活用できる森林吸収量 

活用できる森林吸収量は、J-クレジット制度等において認証・発行されたクレジッ

トのうち、森林経営活動、植林活動又は再造林活動により発行されたクレジット（使

用目的（用途）が、大規模事業所が本制度の目標達成に利用することが明確になって

いるものに限る）である。 

J-クレジット等について、森林吸収クレジットに変換可能な吸収量の認証の申請を

行い、森林吸収クレジットを発行するよう申請できる者は、大規模事業者であるもの

に限る。 
また、森林吸収量を温室効果ガス排出量から減ずることができる者は、使用目的（用

途）が明確になっているものに限る。 
 

(２)  発行される森林吸収クレジットの量 

発行される森林吸収クレジットの量は、次の式を用いて算定する。 
また、森林吸収量を温室効果ガス排出量から控除する場合も、この式を用いて算定

する。 
 
森林吸収クレジット（t-CO2）=森林吸収量（t-CO2）×係数（1.0 又は 1.5） 

 

※ 1t-CO2未満は切り捨てる 

※ 森林吸収量：J-クレジット等の量 

温室効果ガス排出量から控除した森林吸収量は森林吸収クレジットと

して利用することはできない 

 

ア  係数が 1.5（森林吸収クレジットの量が 1.5 倍に算定される）の場合 

・J-クレジット等の発行日が第３削減計画期間以前であり、かつ、埼玉県内にお

ける森林管理により増大した森林吸収量 

 

イ  係数が 1.0（森林吸収クレジットの量が 1.0 倍に算定される）の場合 

・J-クレジット等の発行日が第４削減計画期間以降 

・J-クレジット等の発行日が第３削減計画期間以前であり、かつ、埼玉県外にお

ける森林管理により増大した森林吸収量 
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(３)  森林吸収量の算定対象となる CO2吸収量認証書の発行期間 

森林吸収量を算定できる J-クレジット等は、次のどちらかに該当するものとする。

ここで、J-クレジット等の「発行日」とは、原則として「J-クレジット等の発行日」

のことを指す。 
 

ア  直前の削減計画期間から当該削減計画期間までの間の日が発行日となっている

J-クレジット等（直前の削減計画期間の開始以前に実施された森林管理により

吸収したものを含む。） 

 

イ  直前の削減計画期間から当該削減計画期間までの間に吸収された量に由来する

J-クレジット等 

 

(４)  吸収量の認証方法 

実施された森林管理内容及び森林吸収認証量の大きさを、認証の対象となる発行済

の J-クレジット等の認証書等で確認する。 
また、各認証の有効期限や使用状況等を確認し、期限内であること、二重利用とな

らないことを確認する。 
 

(５)  森林吸収量認証の申請方法 

J-クレジット等について森林吸収量の認証を受けるためには、「森林吸収量認証申請

書」（Ａ号様式）を作成し、以下に示す必要書類とともに埼玉県に提出すること（認証

後の森林吸収クレジット発行の申請については、排出量取引運用ガイドラインを参照

すること。）。 
申請のあった森林吸収量について、埼玉県は吸収量の認証又は否認の結果を「森林

吸収量認証（否認）通知書」（Ｂ号様式）により、申請者に通知する。 
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１．森林吸収量認証申請書 
・ 大規模事業者の情報 
  申請者の氏名及び住所（法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事業所の

所在地）及び連絡先 
・ J-クレジット等の情報（プロジェクト計画等） 
  実施した森林管理の方法 
  森林の面積 

  対象となる森林の場所 

  認証吸収量 

  吸収対象期間、発行年月日、有効期限 

  シリアル番号等（発行機関が発行したシリアル番号等） 
 
２．その他必要書類 
・ J-クレジット等の使用目的（用途）が申請者の大規模事業所の目標達成に利用すること

を示す書類等 
  無効化申請書等 

・ 重複利用でないことがわかる根拠資料 
  重複利用を行っていないことに関する誓約書 

 

※ 押印不要の書類について、提出の真意や内容の真正性等の確認の観点から、埼玉県から申請者等に問

合せ又は追加書類提出の依頼等を行う場合がある。 

 
 



A号様式（森林吸収クレジット算定ガイドライン）その１

年 月 日

（宛先）

埼玉県知事

※受付欄

郵便番号

会社名

備考

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

担当者名

住所

所属名

森林による二酸
化炭素吸収量の
対象となる森林
吸 収 量 t-CO2カーボンオフセット・クレジット認証制度

事 業 所 番 号

埼玉県森林CO2吸収量認証制度 t-CO2

連 絡 先

電話番号

FAX番号

申請者

住 所

埼玉県地球温暖化対策に係る事業活動対策指針別表第５ ２(6)の森林による二酸化炭素
吸収量について、目標設定型排出量取引制度における森林吸収クレジット算定ガイドライ
ンの規定により、次のとおり森林吸収量に関する認証を申請します。

氏 名

法人にあっては名称、代表者の氏名
及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

森林吸収量認証申請書

事業所の所在地

事 業 所 の 名 称



A号様式（森林吸収クレジット算定ガイドライン）その2

1 森林吸収量の詳細

（注）　その他削減量の種類に応じて、必要な資料を添付すること。

(4)

面 積

～

実施した森林
管 理 の 方 法

有 効 期 限

実施した森林
管 理 の 方 法

使 用 用 途

～

認 証 吸 収 量発 行 年 月 日

～

(3)

面 積

対象となる森
林 の 場 所

実施した森林
管 理 の 方 法

年度 ～

発 行 年 月 日 認 証 吸 収 量

(1)

実施した森林
管 理 の 方 法

(2)

発 行 年 月 日

シリアル番号等

実施した森林
管 理 の 方 法

有 効 期 限

対象となる森
林 の 場 所

実施した森林
管 理 の 方 法

面 積

実施した森林
管 理 の 方 法

有 効 期 限 発 行 年 月 日

対象となる森
林 の 場 所

申請者の住所

申請者の氏名

面 積

森林吸収クレジット算定ガイドラインに規定する書類を添付すること。なお、当該書類の右上に、通
し番号を記入すること。

シリアル番号等 ～

認 証 吸 収 量

吸 収 期 間

使 用 用 途

認 証 吸 収 量

対象となる森
林 の 場 所

シリアル番号等

吸 収 期 間

使 用 用 途

年度

～吸 収 期 間

シリアル番号等

実施した森林
管 理 の 方 法

有 効 期 限

吸 収 期 間

年度

～

使 用 用 途

年度 ～



B 号様式（森林吸収クレジット算定ガイドライン） 
 

森林吸収量認証（否認）通知書 
 
 

第     号 
  年  月  日 

 
          様 

 

埼玉県知事           
 
 

  年  月  日付けで申請のあった、森林吸収量の認証申請については、目標設

定型排出量取引制度における森林吸収クレジット算定ガイドラインの規定により次の

とおり決定したので通知します。 

申 請 者 の 氏 名  

申 請 者 の 所 在 地  

大規模事業所の名称  

大規模事業所の所在地  

事業所番号  

 
審 査 結 果 

 

１ 次のとおり認証します。 

 

埼玉県森林CO2吸収量 

認証制度 

 

カーボンオフセット・ 

クレジット認証制度 

 

 

２ 次の理由により、申請された内容では認証できません。 

否認の 

理 由 

 

 

備 考  

 

 


